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○梅木課長補佐 定刻より少し前ですけれども、始めさせていただきます。 

 ただいまから第２回「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」を開

催いたします。 

 委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず、出欠の御報告ですけれども、本日は多賀委員が欠席という御連絡をもらっており

ます。そのほか、大森委員の代理としまして木内参考人にお越しいただいております。 

 また、オブザーバーとしまして、厚生労働省データヘルス改革推進本部の葛西アドバイ

ザリーグループ長、総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室の田中課

長補佐、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課、松崎健康教育調査官にも御参加い

ただいております。 

 また、本日は厚生労働省子ども家庭局長が出席しておりますので、御挨拶をさせていた

だきます。 

○吉田子ども家庭局長 おはようございます。事務局を担当させていただいております子

ども家庭局の吉田でございます。 

 私は、５月１日からクールビズということで政府全体がこういう形になっておりますの

で、ノーネクタイで失礼をさせていただきますし、前回、第１回の際には国会のほうに呼

ばれておりまして、失礼をさせていただきました。大変申しわけございませんでした。 

 本日、この後、議事の中で、御欠席の方もおられますので、資料１をもってして前回の

振り返りをさせていただくという進行になってございますが、私も第１回の会議、先生方

の御議論について勉強させていただきました。 

 事務局としての御挨拶は、前回、審議官のほうから冒頭申し上げておりますので、この

会の趣旨などについてはそれに尽きておりますが、せっかくの機会ですので、前回の議論

を踏まえて３点ほどコメントをさせていただきたいと思います。 

 １つは、まさに私どもは今、葛西グループ長も今日入っておりますけれども、厚生労働

省を挙げて、医療、介護あるいはヘルス分野についてのデータヘルスという大きな政策目

的のもとにいろいろな取り組みをしております。その一環として、この検討会についても、

特に母子保健あるいは小児医療に近いところまでの範囲を御議論いただくということでお

時間をいただいております。まさに前回の御議論にありましたように、中長期的に向かう

べき方法、あるいはそこに向けてのいろいろな準備の部分と、まず当面できるところから

やるという意味でやる部分、我々の頭の中にもまだ整理しきれていない部分がございます

ので、そのあたりをまさに前回の御議論も踏まえながら我々としてはきちっと受けとめて、

次につなげさせていただきたいと思っております。これが第１点でございます。 

 ２つ目は、では何のためにやるのかというそもそも論のところで、我々はどうしても行

政に身を置きますと、こんなことができたらいいな、あんなことができたらいいな、ある

いは世の中がよくなるのではないかなと考えておりますが、まさにお一人お一人、利用者

さんといいましょうか、個人と申しましょうか、その方々の立場に立ったときのメリット
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あるいは懸念というものがどういう面かについてもバランスよく御議論いただくというこ

とが大事だと、私どもは心しております。 

 特に役所の中では、ともすれば縦割りとか分野別という御批判をいただくことが多くご

ざいます。まさにICTというのはそういうのを超えていくというのがメリットであります

ので、この検討会にも総務省あるいは文科省の御担当の方にもオブザーブしていただいて

おりますが、全体としてタコつぼに陥らないように我々事務局としても取り組ませていた

だきたい。これが２点目でございます。 

 ３点目は、今日もまた御議論をいただく形になりますけれども、前回の御議論を拝見さ

せていただいてもありますように、目的とか管理の具体的な方法と、それに向かって例え

ばデータセットはどういうものにしようか、あるいはどういうふうに個人情報についての

アクセスを考えていくか、いろいろな社会的インフラというものがある中で、何が使えて、

何が使いづらいのかという点について、まさにいろいろな目的と管理方法と具体的な項目

をつなげながら私どもも考えさせていただいておりますし、先生方の御議論も、このよう

に幅広くお集まりいただきましたので、どうしても１回当たりの御発言時間に制約が出て

きてしまいますけれども、いろいろな機会を通じて幅広くいただいたものを我々は集約し

てまいりたいと思いますので、ぜひ熱心な御議論を改めてお願い申し上げまして、冒頭の

御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○梅木課長補佐 続きまして、お手元の資料の確認をいたします。 

 座席表と議事次第、資料１～３、参考資料１～３となっております。資料の落丁等がご

ざいましたら、事務局までお申しつけください。 

 申しわけありません。今、座席表が準備できていないということなので、コピーしてま

いります。それ以外の資料はございますか。 

 本検討会は公開で開催することとしていまして、資料も議事録も公開することを原則と

させていただいております。 

 それでは、これより先の議事は座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○山縣座長 前回もいろいろな議論がありましたが、今回も活発な御議論をどうぞよろし

くお願いいたします。 

 今回の議事といたしましては、前回、この検討会の考え方について幅広に皆様から御意

見をいただきましたので、基本的にその方針に基づきまして、最終的なゴールとして具体

的にどういう項目を最低限市町村で電子化するのかといったようなことを目的にこれから

議論するわけですが、市町村が電子的に記録する情報につきまして検討していきたいと思

います。 

 検討会では、乳幼児健康診査の記録などにつきまして、最低限電子的に管理されるべき

情報について、様式を標準化することが必要であるとの認識のもとで、最低限の電子的記

録様式、ミニマム・データセットと前回も言われていましたが、それを作成するとともに、
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記録の電子化の促進等に関連する事項について御検討いただくということになっておりま

す。 

 第１回検討会では、検討会における検討項目及び市町村が電子的に記録する情報につい

て議論いたしました。本日は、市町村が電子的に記録する情報について、前回の議論の続

きを行いたいと思います。 

 まず、事務局より前回の検討会で出た主な意見につきまして御説明いただき、前回欠席

の委員もいらっしゃいますので、一旦、質問、確認の時間をとりたいと思います。その後、

市町村が電子的に記録する情報について事務局より御説明いただき、議論していきたいと

思います。 

 では、まず事務局より前回の検討会で出た主な意見の御説明をお願いいたします。 

○梅木課長補佐 事務局です。資料１をご覧ください。 

 「第１回検討会での主な意見」は、４月25日に開催いたしました第１回の検討会におい

て、各委員の皆様の御意見を論点ごとに、【活用目的】【基本的な項目選定基準】【選定

にあたって留意すべき事項】【その他】に整理した上で記載しているものになってござい

ます。 

 ２ページ目ですけれども、「第１回検討会での主な意見①」です。【活用目的】ですけ

れども、ここには３点記載しております。目的の明確化に関する意見が出されています。

読み上げていきます。 

 １つ目のポツです。長期的な目的としては、健康増進、健康寿命の延伸が考えられるが、

まず検討対象とする子どもに関する目的を明確にすべき。例えば、発達障害の発見など、

成長発達過程における課題など。 

 ２つ目のポツです。市民に理解してもらうため、情報の活用目的を具体的な例で示し、

明確にすべき。例えば「子ども自身の健康管理及び生涯を通じた健康管理」など。 

 ３つ目のポツです。目的の「自治体が継続的に効率的・効果的な行政事務や保健指導等

を行うため」について、「効率的」「効果的」という文言が抽象的であるため、その内容

を具体化して示すべき。 

 次に移ります。【基本的な項目選定基準】も３点に分けて記載しております。電子化あ

るいは情報連携、これはアナログもしくは電子化というところについての意見が出されて

いるところです。 

 １つ目のポツです。「最低限電子化すべき項目（赤）」「本人が閲覧できる項目（青）」

「現状のままアナログ的に情報連携するのが適切である項目（緑）」に分けて考えるべき。

その際、青をはみ出すような項目があるのかについて精査が必要と。これは赤が青をはみ

出すような項目があるのかというところの確認、精査が必要ではないかという御意見です。 

 ２つ目のポツです。最低限電子化すべき項目は限りなく数値化できるもののみに限定す

べき。現場では、家庭環境や育児の状況など、専門家同士で電話等で個別に情報連携する

というアナログ的な仕組みでの対応が実施されている。２つ目の※ですが、特に虐待予防
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の視点での項目などの機微情報は電子化しない項目とすべき。 

 ３つ目のポツです。行政視点の施策評価等の目的ではなく、個人の目的も考慮して項目

は絞るべき。例えば、自治体間で連携すべき情報がある場合、「要連絡」のフラグをつけ

るなどとなっております。 

 続いて、３ページ目に移ります。【選定にあたって留意すべき事項】、これは小項目と

して（情報の性質）と（自治体の事務負担・費用）に分けて記載をしているところです。 

 まず、情報の性質の観点から３点ございます。 

 １つ目のポツですが、電子化すると生涯にわたり情報が保存されることになるため、機

微情報などは電子化しないこととすべき。 

 ２つ目のポツですが、どの情報を電子的に記録して保存するかについては、「将来本人

や保護者が何を見たいか」という視点や個人情報保護の観点、自治体間や他職種間での情

報連携など、目的と管理方法について検討すべき。 

 ３つ目のポツです。「情報を本人が見ることができる状態にして良いか」という視点で

検討し、本人が望まない状況にならないようにすることにも配慮すべき。母子健康手帳に

詳しいこと（医療的な処置、専門的な発達相談などの記録）を書かないでほしいという保

護者も多い。海外では、親の個人情報を子に知られたくないという理由で、母子健康手帳

は不要という国もある。母親の産後うつや本人の性格、虐待の兆候等については、専門職

は把握すべきでも、本人には直接的に伝えにくい情報もある。総務省のモデル事業では、

本人の判断で他者への共有に同意した情報のみ共有しているとあります。 

 自治体の事務負担・費用に移ります。ここは２点ございます。 

 電子化は自治体に大きな負担がかかる。労力をかけても電子化すべきであるか否かにつ

いては、負担や効果などを整理して十分な検討をすべき。 

 ２つ目のポツです。大規模な自治体は電子化が進んでいる一方で、小規模の自治体は電

子化がおくれている傾向。特に確認が必要なものについては電話やファクスなどによる対

応により、自治体間で十分な連携が現状でもなされていることに留意するとなっておりま

す。 

 次の４ページ目に移ります。【その他】となっておりまして、ここの部分は（学校保健）

（情報の二次利用について）（データの標準化等）と３つに分けて記載をしております。 

 まず、学校保健です。１つ目のポツで、発達障害や精神的な問題など、乳幼児期から学

童期に引き継ぐことは重要。 

 ２つ目のポツとして、学校保健において、成長曲線を活用して児童生徒等の発育を評価

しているため、乳幼児期から学校保健まで身長・体重などの情報が引き継がれれば大きな

利点。 

 情報の二次利用についてに移ります。 

 １つ目のポツ、ビッグデータに関し、将来的には収集したデータを匿名加工情報として

広く利用することも視野に入れ、その基盤を整備するということも念頭に検討すべき。 
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 ２つ目のポツです。虐待の兆候を発見して早期支援につなげるなど、得られた情報を研

究に活用し、母子保健施策に還元すべき。 

 ３つ目です。ビッグデータについて、他のデータの連結は匿名化や暗号化がされている

ことを考えると技術的に困難。まずは自治体で最低限電子化すべき事項について検討すべ

き。 

 ４つ目です。国や地方自治体からの情報提供だけでは限界があるため、民間事業者によ

るデータ活用も視野に入れるべき。総務省モデル事業では、民間事業者の関与により、必

要なタイミングで情報提供することを可能にしている。今後、低出生体重児の成長曲線に

合わせた親への助言等の実施に活用する予定となっております。 

 データの標準化等として３つございます。 

 各自治体における電子化されている項目、使っているベンダー、システム対応状況の実

態把握が必要。 

 ２つ目、費用面を含めた仕組み全体の標準化が必要。具体的には問診票の統一、入力情

報のコード化、標準マスターの作成・管理などの検討が必要。 

 ３つ目、情報を連結するために、マイナンバーや被保険者番号など何を使うか整理して

おくべきとなっております。 

 事務局からの説明は以上です。 

○山縣座長 どうもありがとうございます。 

 第１回検討会での主な意見に関する事務局説明に関しまして、これから御意見、御質問

を伺いたいと思います。前回御欠席された委員の方で、何か御意見がございましたらお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○迫委員 ありがとうございます。前回欠席して申しわけございませんでした。 

 今御説明いただいたさまざまな項目について、おおむね思うところでございます。その

中で１点ほど追加をさせていただければありがたいというところがございます。 

 それは、次世代への影響という部分が書かれていないということでございます。やはり

目的の中に次世代、つまり子どもたちが親になったときに影響が及ぶという、サイクルの

部分です。受精から妊娠、出産、幼児期、学童期、そして成人期となっていく中で、次の

時代の親となっていく、その人たちに適正な情報がその段階で過去に振り返って見ること

ができるような、そういう積み上げも非常に大事なのではないか。 

 特に、私は栄養士会の者でございますので栄養面から申し上げますと、若い女性の痩せ

の問題が低出生体重児に結びつき、それが急激な体重増によって肥満に結びつき、その後、

また青年期、成人期に自分の意思で食事を制限してしまう、自分の意思で行われる低栄養

という状態、そういう状態がサイクルになっているということを考えますと、何としても

生まれたときからの情報を自分がきちっと振り返ることができるというところが重要では

ないかと思われますので、その辺を１点追加していただければ大変ありがたいと思います。 

 以上でございます。 
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○山縣座長 ありがとうございます。 

 前回も、生涯にわたる健康という視点で、恐らく今の迫委員の話はDOHaDの概念が一つあ

って、それは既に健康日本21や健やか親子21の中にも組み込まれていて、低出生体重が目

標値になっていたりするわけですが、そういうことをこの中にどういう形で入れるかとい

うことは十分検討すべきことだと思いますので、どこかにそういう形で検討内容として入

れていただければと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、森委員。 

○森委員 私も前回欠席して申しわけございません。２点ほどございます。 

 １つは、この文言の中に全般的に網羅的に問題点、課題点が入っていると思うのですが、

最初の活用目的のところで、生涯に通じた健康管理が入っていると思うのですが、妊娠、

出産の情報というのはその女性の生涯の健康にとっても非常に重要な話だと思うのですが、

その視点が余り書いていなくて、子どもばかりという話になるので、ぜひそこもプラスし

て書いていただくといいのかなと思いました。 

 ２点目は、最後のページの情報の二次利用のところです。確かに情報の取り扱いは非常

に慎重にしないといけないところはあるのですが、例えば人口動態統計の二次利用に関し

ては一定の個人情報も利用できる形になっています。そういうふうに、政府統計のほかの

データセットとある程度横並びでどれくらい慎重にしなければいけないかというのは考え

るべきなのかなと思いますので、その視点もあってもいいのかなという気がいたしました。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 今の御指摘も非常に重要で、今回も一応子どもの情報と、あとは妊婦健診に関してもこ

の乳幼児健診の情報の後にやるということになっていますので、そこでぜひ御意見をいた

だければと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 前回は、最終的に何をやっていくのかというのが恐らく十分に共通の認識ができていな

いところもあるかもしれませんが、具体的に議論していくときにむしろそういうものを共

有しながら、先ほどもありましたが、目的や管理とは別に、何が使えてどうするのか、最

終的なそういうところが恐らく重要になってきますし、前回、今村委員からも、概念だけ

ではなかなか実行できなくてかなり難しい点がある、要するに標準化のところとかデータ

化するときの問題をかなり御指摘いただきましたが、そういうことも含めて、最終的にき

ちんとここでの委員会の提案が次のステップに進めるような形にできればと思っておりま

す。 

 基本的な今の考え方、それから１回目の御意見に関しましては、ここで一旦終わりにい

たしまして、次に具体的な話に行きたいと思います。本会議におきます検討事項、市町村

電子化に関する情報につきまして、事務局より御説明を引き続きお願いいたします。 

○梅木課長補佐 資料２に移りますが、資料２の説明に入る前に、残りの資料も含めてま
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ず説明をします。 

 資料２と３、参考資料１～３とございまして、参考資料３は平成27年に母子保健課から

通知を出しているものの一部として（別添５）がございます。ここには、乳幼児健診に対

する基本情報票であるとか、１歳６カ月健診、３歳健診というような項目を当課としてお

示ししているものが載ってございます。そのほか、最後のほうには母子保健法施行規則と

して、母子手帳の省令様式もあわせて載せている資料を準備しています。 

 この参考資料３の項目をエクセルの表にまとめたものが資料３という形になっておりま

して、項目を整理している。基本情報票の項目から始まりまして、次が１歳６カ月、３歳、

最後に３～４カ月健診の項目も載せているところであります。この参考資料３に基づいた

項目を載せている資料が資料３になります。 

 それから、参考資料２につきましては、前回、第１回の検討会において少し概要を説明

した資料の報告書本体を載せております。昨年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業

において、「妊産婦及び乳幼児期に実施する健康診査等の情報管理に関する調査研究」を

実施していて、その報告書を参考資料２につけております。 

 第１回の議論の最後のほうに、情報管理システムについてのお問い合わせがあったかと

思います。この情報については、13ページの「導入している情報管理システム」というと

ころでまとめております。そういうことで参考資料２もおつけしているということになり

ます。 

 最後に参考資料１になりますが、これは前回の検討会全体の検討事項を整理したペーパ

ーということで事務局が提案し、検討会において御議論いただいたものが参考資料１とな

っております。検討対象は、乳健から始めて、妊婦健診をその次に検討しましょうという

こと。それから、「１．現状、課題」ということで、標準化された様式がないとか、紙媒

体による情報管理が主体であるということから、電子的に管理されるべき情報につきまし

て様式を標準化することが必要ではないかということで、「２．論点」を出しているとい

うことになります。 

 その論点の中で大きく１、２、３と分かれておりまして、「１．市町村が電子的に記録

する情報について」という論点の中に、主な活用目的とか健診項目や記載方法についてと

いうことをここにお示ししている。 

 それから、「２．電子的記録の管理・活用について」ということで、健康履歴の一元的

な閲覧についてというところを少しここでお示ししております。 

 「３．電子的記録の連携のあり方について」ということで、自治体間の連携について、

それからライフステージが移った場合の学校保健・18歳以降の健康履歴との連携、こうい

ったところをどのように連携していこうかというところについての論点をお示ししたとこ

ろであります。 

 今回の資料２につきましては、「２．論点」の「１．市町村が電子的に記録する情報に

ついて」というところの論点に当たるペーパーが今回の資料２になります。 
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 それでは、資料２につきまして少し説明させていただきます。 

 前回、第１回目の御議論において、目的の明確化を図るべきであるという御意見がござ

いました。そういったことを踏まえまして、明確化を図っている旨、記載に少し修正をし

ております。 

 目的として、「以下の２点を主な目的としてはどうか」としております。１つ目としま

して、子どもの健康履歴を本人または保護者が一元的に閲覧し、子どもの健康を管理する

ことにより子どもの健やかな育ちに資するためという目的。 

 具体的な活用例としまして①と②に挙げておりますが、①につきましては、本人または

保護者が子どもの健康状態や発育発達状況を正確に知ることができる。身長、体重、発達

履歴を自分で容易に確認できるようになるという活用例。 

 ②としまして、本人または保護者が子どもの健康情報を正確に保健医療福祉の関係者へ

伝えることにより、適切な保健指導や診断、治療を受けることができる。例としまして、

乳幼児健診で指摘されました要経過観察の項目について、かかりつけ医受診時に正確に伝

え、適切に診断治療が受けられるという例を挙げております。 

 ２つ目の目的、赤でラインを引いておりますが、自治体等が継続的に効率的・効果的な

行政事務や保健指導等を行うためという目的としてはどうか。 

 具体的な例としまして①、②がございます。①行政事務の効率的な実施につきまして、

転入前の乳幼児健診の受診歴を把握し、未受診者に対して受診勧奨ができるといった効率

的な実施。保健指導の効果的な実施としましては２つ挙げておりますが、転入前に受診し

た乳幼児健診で要経過観察となった旨（フラグ）を確認できる。２つ目ですが、学校へ身

体測定値が引き継がれることにより、乳児期から学童期にわたる成長曲線が作成できると

いった例を挙げております。 

 こういった２つの目的を主な目的としてはどうかと挙げてさせていただいておりますが、

その項目の選定方法の考え方です。 

 １．として、乳幼児健診に関する通知及び母子健康手帳の省令様式に示している項目を

上限に、本人または保護者が自己情報として閲覧できることが有用な項目を、標準的な電

子的記録様式として定めることとしてはどうか。これが資料３に該当することになってお

ります。 

 ２．に移りますが、１．で定めた項目のうち、自治体間で情報連携することにより、自

治体が効率的・効果的に行政事務や保健指導等を行うための項目を最低限必要な項目とし

てはどうかと提案をしているところです。 

 その際に考慮する事項としましては、①自治体の事務負担・コスト、②自治体に保存さ

れている情報であること、③電子化に適した情報であるといったことを列挙しているとこ

ろです。 

 こういった情報の関係性を整理したのが２ページ目です。「市町村が最低限電子的に管

理するべき情報について（関係性の整理イメージ）」ということでお示ししているところ
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でありますが、枠が３つございます。大きなものから言いますと、緑の枠、青の枠、赤の

枠という形で整理をしているところであります。 

 緑の枠につきましては、乳幼児健診で把握される情報としまして、私どもがお示しして

いるような通知や省令に基づく情報をここの情報として考えているところです。そういっ

た中に、さらに青の枠として、自己情報として閲覧できる情報。こういった市民サービス

がこういったもので向上するということで、この青のものを標準的な電子的記録様式とし、

さらにその中の赤枠、自治体が必ず入力すべき情報、最低限電子的に管理すべき情報とい

うものがありまして、そういったものを最低限電子的に管理すべき情報としてはどうかと

考えているところであります。 

 その中にまた少し説明をつけ加えますと、まず緑のところ、青ではなくて青の外にある

緑のところですけれども、ここには虐待の早期発見に資する項目とか、親や子育ての状況

に関する項目が含まれるのではないか。例えば専門職が本人の支援のためにアナログ的な

方法で情報共有する項目もこういった中に含まれるのではないかというふうに、御意見を

踏まえて追記しているところでございます。 

 それから、青のところで赤ではないところでは、歯科健診に関する項目とか新生児聴覚

検査の結果が想定されるのではないかと、事務局としては考えたところでございます。そ

のほか、赤の中では身長・体重といったものについては、最低限電子的に管理すべき情報

としてふさわしいのではないかということで例示をしているということであります。 

 こういった関係性を一旦事務局で整理をしているというのが２枚目のスライドになりま

す。 

 続いて、３枚目です。緑色、青色、赤色の関係性の中の青の部分に入るのか入らないの

かというところの項目の選定方法の考え方を、ここで少し論点としてお示ししたものにな

ります。 

 まず、基本的な項目選定基準としまして、第１回検討会での主な意見として、最低限電

子化すべき項目、本人が閲覧できる情報、現状のままアナログ的に情報連携するのが適切

である項目に分けて考えるべきだという御意見がございました。 

 こういったところから、検討の視点（例）としまして、電子化に適した情報とは何か。

例えば乳幼児健診の受診の有無ということは、各自治体ではある程度電子化が進んでいる

ということがありました。その中から、さらに医師の健診項目などというのは、電子化が

進んでいるところもあれば、進んでいないところもあるといったところがございました。

さらに、問診につきましては、自治体ではなかなか問診の項目を電子化できていないとい

った状況もあったかと思います。そういったときに、例えば問診によってのみ把握できる

情報は入れることにしていくのかというところを御議論いただきたいと思っております。

例えば食物アレルギーとかアレルギーの有無というのは、一般的な健診項目には入ってお

りませんが、問診で聞いているというところであります。そのほか、発達に関するところ

ですが、精神発達です。指さしの有無というところも問診で確認しているというところが
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ありまして、問診から把握できるような情報を入れるかどうかというところを少し御議論

いただく必要があるのではないかと考えております。 

 その下に移ります。本人が閲覧することに適した情報とは何かというところで、例えば

先天性代謝異常の検査の結果というのが、本人が将来的にその検査の結果を確認すること

に必要性があるのか、あるいは適しているのかということは少し御議論していただく必要

があるのではないかと考えております。 

 その下、選定に当たって留意すべき事項というところに移ります。機微情報などは電子

化しないこととすべきという御意見がございました。その機微情報とは何かですが、例え

ば出生児の特記事項等ということで、仮死の有無であるとか、黄疸治療の有無などといっ

たものを記載すべきかどうか、それが機微情報に当たるかどうか、もしくは精神・神経発

達ということで、周囲の人に関心を示すのかといった問診をする場合がありますが、その

問診項目の情報を入れるかどうかといったところを御議論いただく必要があるのではない

かと考えております。 

 また、その下に移りますが、情報を本人が見ることができる状態にしてよいかという視

点で検討し、本人が望まないような状況にすることにも配慮すべきといった御意見がござ

いました。 

 本人が望まない状況にすることに配慮する情報とは何かということで、個人個人の健康

の状況によって見たくない情報がある可能性がありますが、そういった情報はどういうも

のなのか。例えば、子育て支援の必要性の判定であるとか、歯科所見で清掃不良といった

項目がございます。あるいは、母の心身状況といった項目もあります。こういったものを

入れるべきかどうかというところを御議論いただく必要があるのではないかということで

整理したものになっております。 

 続いて、４ページ目です。これは赤に入れるべき情報について少し御議論いただく必要

があるものとして、事務局が整理したものでございます。基本的な項目選定基準というと

ころで、１回目の検討会での主な意見として、最低限電子化すべき項目は限りなく数値化

できるものに限定すべきであるということがございました。その数値化できる情報とはど

ういったものなのか。身長・体重というおのずから定量化できる情報に加えまして、例え

ば選択肢で選ぶことによって数値化できる情報を入れてよいのかどうかということで、判

定の結果、異常なし、要経過観察、要精密といったものを数値化できるということからし

て、この数値化できる情報を入れるべきかどうかというところです。 

 その下に移りますが、個人の目的も考慮して項目を絞るべきということがあります。自

治体間で連絡すべき情報がある場合、「要連絡」のフラグをつけるなどということがあり

ます。フラグをつけることが必要な情報とは何かということで、例えば健診結果総合判定

というところで、何らかのフラグを立てることが必要なのかどうか。子育て支援の必要性

の判定についての情報も何らかのフラグを立てることが必要なのかどうか、こういったと

ころについて御議論をいただきたいと事務局として考えているところです。 
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 事務局の説明は以上となります。 

○山縣座長 どうもありがとうございます。 

 これからが今日の本番の議論になってまいりますが、今、御説明いただきましたように、

論点の「１．市町村が電子的に記録する情報について」の主な目的と、健診項目、記載方

法につきまして、具体的に皆様からの御意見を伺いたいと思います。資料２の御説明があ

りましたように、まずこれに関しまして御質問等はございますでしょうか。 

 では、宮﨑委員、どうぞ。 

○宮﨑委員 前回欠席させていただいたのですが、今回の議論で市町村そのものが実際に

何を欲しているのかというところがちょっとわからないのです。特に健診結果を見据えて

どうするシステムがあるのかというのが見えないと、我々のほうとしてもアイデア的には

こういうものがあるというのを出すことが難しいのかなと思われます。 

 もう一点、先ほど虐待というところもあったのですけれども、医会で少し調査をしてい

ますと、虐待の人たちはお金がない、健診に行くお金もないし、妊娠そのものを調べる検

査薬もないという状況がありますので、ポピュラーな人と特殊な人を分けて考えてもいい

のではないかと考えます。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 そのあたりのところで、事務局もしくは皆様方から何か御意見はありますでしょうか。 

 では、事務局、お願いします。 

○梅木課長補佐 まず、自治体における情報管理というところですけれども、母子保健法

において乳幼児健診は市町村がやることとなっておりまして、各市町村が取り組んでいる

ところであります。そういった一般的な乳幼児健診の取り組みの中で、自治体が業務上必

要であると判断したときに、情報管理システムを導入していることがございます。 

 その導入システムは市町村ごとにそれぞれ導入をしているということがございまして、

先ほどの参考資料２で、私どもが1,741の市町村の中から結果として約７割の市町村がア

ンケートにお答えをしていただいているところではあるのですが、その約1,200のうちの

1,048市町村が情報管理システムを導入しているといったことで、12ページに情報管理シ

ステムの導入の有無というのがございまして、その中で86.8％の市町村が情報管理システ

ムを導入している。それは当然ながら、自治体業務の遂行のために必要ということでシス

テムを導入しているという状況になっております。 

○山縣座長 よろしいでしょうか。 

 どうぞ、追加。 

○宮﨑委員 実際に導入されているのと、生かし方という問題が私にはよくわからないの

です。 

○山縣座長 活用状況ですね。これに関しまして、今回の参考資料２の中に何かございま

したね。今、探していただく間に、私どもの厚労省の研究班でやったところでは、基本的

には情報を入力しているのだけれども、それを例えば集計して活用したりということがな
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かなかできていなくて、母子保健の場合、個別にその情報を個の指導にだけ使っていると

いうのが多くの市町村であるということはこれまでわかっているところであります。ただ、

少しずつこういうものをデータ化することによって、母子保健計画とかほかの計画のため

にそれを活用しているというところも出てきているということであります。 

 では、事務局からどうぞ。 

○梅木課長補佐 それでは、活用の状況ですけれども、先ほどの参考資料２の54ページに

「母子保健情報の活用状況」というのがございます。表27.1に活用状況が整理されており

まして、対象者個人の支援・フォローアップに使っているとか、あるいは指標に基づく事

業評価ということで、自治体ごとに指標を設定していて、その指標に基づく事業評価をし

ているとか、あるいは集団全体での原因分析に使っているとか、あるいは健診医とか医師

会に対して精検結果の集計値をフィードバックする。それから、個別ケースの精密検査の

状況をそのケースを担当した健診医にフィードバックする。それから、母子保健事業計画

の立案や予算要求のための説明資料等に活用。そのほか、歯科や栄養、生活習慣など、地

域の健康度の経年変化等に関する情報を活用して、乳幼児健診の保健指導の効果を評価す

るという形で、該当する数自体は各自治体によって全体数としてはまちまちで、例えば健

診医もしくは医師会に対して精検結果の集計値をフィードバックしているのは310という

ことで、全体とすれば25.7％など、やっていること自体は自治体によってまちまちだと思

いますが、こういったところに活用されているということになろうかと思います。 

○山縣座長 よろしいでしょうか。 

 あと、追加すると、その55ページのほうに、例えば健診医とか医師会に対して精検結果

等の集計値をフィードバックしているかというので、人口規模別によってもすごく大きな

差があって、大きいところでは集計を返しているけれども、小規模のところでは返せてい

ない。逆に言うと、返さなくても個別の対応でかなりうまくできている側面もあるという

ことだとは思うのですが、そういう状況であります。 

 ほかには何かございますか。では、光田委員、お願いします。 

○光田委員 ２ページ目の管理すべき情報についてのグリーンと青と赤の区別ですが、こ

れは入力というか、集める情報の区別であって、例えば個人が情報を必要としたときに、

例えば赤しか出ないとか、そういうものとは違うと考えていいですね。そういうことと連

動するのですか。 

○山縣座長 事務局、お願いします。 

○梅木課長補佐 基本的には本人が個人情報として自治体に対して開示請求した場合とは

また話が違うということでありますので、ここの議論はそれは別と御理解いただければと

思います。 

○光田委員 開示請求をすれば、今でも何でも出ると思うのだけれども、この場合は例え

ば小学校に上がるときにワクチンの接種をどのぐらいきちんとしてきた記録があるかどう

かとか、そういうものを使いたいと思って、例えば住民票を得るような形でぱっと申請す
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れば、これとこれとこれの丸がついていますよというような形で出てくるというイメージ

が私にはあるのですけれども、そういうイメージでいいのですか。 

○梅木課長補佐 青い部分については、そういった中に入っていれば、あるいは自治体が

任意で入力している情報が自分で閲覧できるようになるということになりますので、その

情報を引き出すことができると考えていただいたらと思います。 

○光田委員 だから、個人が情報を引き出すときは、赤、青、グリーンそれぞれについて

また別途考えたらいいのであって、これは自治体が入力して保存するデータの区分という

捉え方でいいですか。 

○梅木課長補佐 青の部分が個人の自己情報として閲覧できる情報として範囲を決めてい

きたいと考えているところです。 

○光田委員 そうすると、せいぜい個人が見ることができる範囲は青と赤の範囲というこ

とですね。 

○梅木課長補佐 おっしゃるとおりです。 

○光田委員 ですから、これはあくまで入力というか、保存の側に立った区分と現在は考

えればいいので、赤に載ったからといって個人が全部見られるとイコールではないと考え

ていいのですか。 

○梅木課長補佐 赤に入っていれば、基本的に自治体は必ず入力することになりますので、

そういった場合に本人が希望すれば見られる情報ではあります。 

○光田委員 赤は基本的に見ることができる。 

○梅木課長補佐 はい。 

○光田委員 青は見られる部分と見られない部分ができてくる。 

○梅木課長補佐 自治体が任意で入力することになりますので、任意で入力をしたものに

ついては見られることになろうかと思います。 

○光田委員 わかりました。 

○山縣座長 多分、これは次世代医療基盤法にも関係していて、こういう情報のデータ化

をしたときに、一つの使い方は自治体が健康管理のための基本的に使っていくという使い

方と同時に、個人が自分の情報を健康増進のために使いたいので、市町村が持っている自

分のデータをくださいと請求したときに、これは開示請求ではなく、普通の情報の提供と

していった場合にそのデータをもらえる範囲が自治体によって当然少し変わってくるだろ

うと、そういうことだと理解していますが、そういうことでよろしいのでしょうか。 

○梅木課長補佐 はい。そのとおりです。 

○山縣座長 では、平岩委員、お願いします。 

○平岩委員 前回欠席しましたので、申しわけありません。 

 １点、まず緑のラインに関して言うと、緑のラインは本人から公開請求があっても多分

しないだろうという、言ってみると非常に微妙な情報がいっぱい入ってくるのですね。私

は15年間、市町村の母子保健担当者の責任者をやっていた経験があるので、それから言う
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と、この場合はこういう情報に関しては通常保存年限を決めます。情報というのは常にリ

スクがあるので、保存年限を決めて、そこで何とかすべきだという問題が一つあります。 

 もう一つ、市町村でこうした集計データを何に使えるかというと、自分の経験上は低出

生体重児がふえているかどうかということと、歯科保健上、う蝕がふえているかどうか、

これは要するに対策しなければいけないから。ほかの問題というのは、人口10万かそこら

の市町村はそんなには動かないと思います。 

 第３点目としては、これは厚労省の縦割りから考えると当然セクションが違うのですが、

もうそろそろ予防接種情報は一緒にしていいのではないかという気がします。それは、児

童虐待を考えて行政職をやっているときに、最初に児童虐待を疑うのは健診未受診者です。

しかしながら、健診未受診者は共働きであれば受けられない人は平日にやっていれば幾ら

でもいるわけですから、健診が未受診の上、予防接種も受けていないとすると、これはネ

グレクトをしている可能性があると考えるのが通常なので、ここのデータをオーバーラッ

プさせないとうまくいかないと思いますし、現実にそれをオーバーラップさせている市町

村は、厚労省はよく御存じだと思いますけれども、幾つもあるわけです。ですから、これ

は全体としてそういう形にとっていただければと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。今のような議論が非常に重要だと思います。 

 予防接種に関しましては事務局からありますでしょうか。前回、参考資料１「検討会に

おける検討事項」の右側の２．の電子記録の管理に関して、例えばマイナポータルを使う

ということになった場合に、既にマイナポータルには予防接種の記録が入るので、そうい

う意味ではこれと一緒にすることによってその情報は共有できるという話は前回ございま

したが、事務局から何か追加はありますでしょうか。 

○梅木課長補佐 基本的にそのとおりであります。あとは、自治体は既に予防接種情報は

マイナポータルにつなげようが、もしくは先ほど御紹介しましたような母子保健情報の中

に予防接種の情報はおおむね情報化されているといった結果がたしかございましたので、

あわせて御紹介しておきます。 

○山縣座長 それから、今、平岩先生が前半言われたお話あたりが前回も議論されて、そ

ういう意味では資料２の３ページのところで、「選定にあたって留意すべき事項」の下の

半分のところに、機微的情報とか、情報を本人が見ることができる状態にしてよいかどう

かという点で考えるという中に入ってきて、前回の話では平岩先生が言われたように、そ

の時点だけが問題になるような親子関係だとか状況みたいなものは、生涯を通じたという

意味の中では要らないかもしれないわけで、それをこの中に入れるかどうかというのは今

後議論すべきということが恐らく今先生が言われたようなことだと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、岩田委員。 

○岩田委員 岩田でございます。 

 素人が余計なことを言うとよくないような感じがするのですが、先ほどの資料２の関係
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図が前回から本当はよくわかっていなくて、もしかするとこの赤の部分がすごく小さくな

ると、この表ですっきり理解できるような感じがしたのですけれども、私のイメージとし

ては、青の四角のところがもう少し真ん中寄りに来ると、本人は見られないけれども、最

低限電子的に管理すべき情報みたいなものがずれはあり得るのかなと考えていたのです。

ここでは電子的に記録と書いてありますけれども、電子的に記録するかどうかと、共有す

るかどうかと、開示するかどうかと、保存期限がどのくらいにするかという話は、私より

も専門家の先生がいっぱいいらっしゃると思いますけれども、多分一直線にはつながらな

いはずなので、先ほどの御説明にもあったように、多くの自治体で既に電子的には管理し

ているけれども、本人に全て見せるかどうかという話はまた別問題なので、用語の問題だ

けなのかもしれないのですけれども、そこが私の中でまだクリアに理解できていない部分

があるので、もしどこかの議論でそういうことが明確になればありがたいと思います。 

○山縣座長 非常に重要な点で、多分ここはみんながもやもやしているところだと思いま

すが、事務局からこのあたりのところで何かありますでしょうか。 

○梅木課長補佐 第１回の資料に少し記載があったところですが、確かに電子化されてい

るところが86.8％ではあるのですけれども、その電子化されている情報の中身を見ていき

ますと、例えば乳幼児健診の受診の有無というところについては情報が電子化されている

ところがあるのですが、そこから少し中身に踏み込んでいきますと、電子化されていない

という傾向がございます。特に子育て支援の内容とか保健指導の内容は電子化されていな

いといった状況が現状としてあります。なので、すべからく電子化されているわけではな

いというのが一つ。 

 それから、保存年限の話も少しあったかと思うのですけれども、参考資料２の16ページ

あたりに、情報管理システムのデータ保存期間に関するルールがなされているかどうかを

少し調べておりまして、実際にルールが「ある」と答えているところは8.1％、「ない」と

答えているのが91.9％というところで、ここら辺についてはまだ定まった期間がないとい

った現状がございます。 

○山縣座長 ありがとうございます。今、岩田委員が言われたことに関して、この図で本

当にいいのかどうかというのは、具体的なものをこれから議論していくときに、赤、青、

緑に入る部分というのが、ひょっとしたらはみ出すようなところが出てくるかもしれない

というところで議論を進めさせていただきたいと思います。ただ、電子的にとっておくも

のに関しては、その中のサービスとして提供できるものというのが最低限電子的に管理す

べきものの中に入っておくべきだということを現状では考えながら次に進めていくという

ことをしていかないといけないのかなと一方では思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、森委員、お願いします。 

○森委員 ありがとうございます。 

 事務局のほうで整理していただいた方向性でよろしいかなと思うのですが、今後の作業

として、恐らく最も重要というか肝になるのは、機微情報とか本人が望まない配慮する情
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報のほうなのかなと思いました。 

 そこで、そこを整理していくときにコメントと質問があるのですが、資料２の３ページ

の下に、本人が望まない状況にすることに配慮する情報とあるのですが、この本人という

のが子どもさん本人なのか、生物学的な親なのか、あるいは保護者なのかによって、それ

ぞれ違うのかなと思いました。ですので、それぞれに関してどうかということを整理され

たほうがよろしいのかなというのが一つ。 

 ただ、現実に母子健康手帳は紙として存在しています。それを、例えば子どもさんが成

人して、あるいは子どもの時期に、母なり、あるいは親の情報が書いてあるのですが、こ

れを見る権利があるのかどうか。恐らく現実はあるのだと思うのです。ただ、母子健康手

帳は大昔につくられた話で、今の考え方とは随分違うところがあるので、そこに踏み込ま

ざるを得ないところになってくると思うのです。ここをどう整理するかというのが多分肝

になってくると思うので、難しいと思うのですけれども、そこをよく整理していただいた

らと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 前回も、例えば学校での命を大切にする授業で、乳幼児健診を子どもたちや中学生が見

に行ったときに、母子健康手帳を持っておいでと地元は言うのだけれども、学校の先生は

それは個人情報だからといって持って行かなくなったりという状況が実際にはあって、た

だそのことがどうなのかということについて、今、森委員が言われたようなことが関係し

てくるのだろうと思いますが、議論の中でと思います。 

 今村委員、お願いします。 

○今村委員 赤の最低限電子的に管理すべき情報について最終的に決めるということだと

思うのですけれども、先ほどかなりの市町村がデータベース化しているということですけ

れども、現実問題、どんなシステムを入れているかと考えると、非常に小さな、エクセル

でマクロで書いているようなレベルだと思うので、赤の部分の入力を義務化してくると、

かなりの部分が手作業になる可能性が高いのですね。ですから、ここの項目の手作業が膨

大になるであろうということに対して、本当に価値のある情報かということをちゃんとバ

ランスをとるように、本人が役に立つということではなくて、それを入れる人たちの努力

と苦労に見合うものである必要があるということだと思います。 

 もう一つ、先ほどの文書管理の期間のことですけれども、公文書の管理期間は各市町村、

都道府県も決めていると思うのですけれども、電子データの管理期限については余り決め

ていないという状況だと思います。そもそも電子データが公文書かというと、一般的には

公文書に当たらないということで、一般的な公文書の管理規定を準用しているところと、

これは違いますよと言っているところがあって、準用していないところだと永遠に残るデ

ータになりますので、通常の公文書の扱いと大分違うということはぜひ論点の中に。連動

するようにというと、またすごく弊害が出ますので、これはまた別のものだと考えていた

だいて、議論していただく必要があると思います。 
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○山縣座長 ありがとうございます。 

 具体的に入る前に、ちょっと今のあたりのところの整理ももし事務局からありましたら

お願いしたいと思うのです。 

 一つは、個人情報保護法が去年改訂されて、医療情報はいわゆる要配慮個人情報になっ

たので、本人から取得する場合、第三者に渡す場合に本人の同意が必要ということになる

のですが、ここで今議論しているのは、法の適応外の中に入っている、いわゆる自治体が

こういうものを健康支援に使うという中での議論であるということで、本人の同意がどう

だという話とはまた別のところにあるのだということはまず共通の認識でこれを進めてい

かないといけないと思います。 

 もう一つは、今度は行政が管理する場合に、どういう法律の中で管理していくのかとい

うところの整理がどうなのかということについて、今、今村委員からもあったのだと思う

のですが、それに関しては今ここでは少しペンディングにして、何かあれば事務局からお

願いしたいと思います。 

○梅木課長補佐 そちらについては、一旦私どもで整理をさせていただきまして、次回と

いうことでお願いします。 

○山縣座長 お願いします。 

 では、これから皆さんに少し具体的に御意見をいただくという意味で、資料２をもう一

度改めてごらんください。資料２の２ページ目が今議論が進んできたところですが、そこ

にはまた返るといたしまして、３ページ目、まず青枠の中で考えたいと思っている標準的

な電子的記録様式について、基本的な事項の選定基準について、前回、御意見が出て、今

回電子化に適した情報とは何なのかとか、本人が閲覧することに適した情報は何なのかに

ついて、まず、具体的にこれこれこれというのではなくて、こういうふうなものではない

かという御意見をいただければと思います。 

 今回、こういう議論が終わりましたら、資料３がございますが、先ほどありましたよう

に、乳幼児健診における標準的な健診項目一覧という基本情報表とか、１歳６カ月、３歳

と分かれてあるわけですが、これに青として必要なのか、赤として必要なのかというのを

それぞれのお立場から印をつけて提出いただき、なかなか難しいと思いますので、出せる

ところはというところだと思うのですが、次回具体的な議論をするに当たって、今の御意

見、それから宿題をもとにして第３回の議論にそれを使うという意味で、考え方をここで

基本的に委員の皆さんに出していただくことで、どれが何に必要なのかということが具体

的に御検討いただけるかなと思いまして、それをしていきたいと思います。 

 まず、基本的な項目選定基準で、電子化に適した情報というのは何なのかということで

ありますが、前回少し出ましたのは、保護者が具体的に問診票などによって自分で申告す

るもの、客観的に測定できるもの、専門家が判断するもの、この３つが情報としてあると

思うのですが、その中では一つは問診で保護者が自分で自己申告するものに関しては、こ

れはあるだろうと。もう一つは、客観的に測定できるもの。これもいろいろな標準化のこ
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とを考えると難しいかもしれませんが、少なくとも身長・体重みたいなものはそれに当た

るでしょうし、そういったようなもの。３つ目が、専門家が判断するもの。専門家が判断

するものの一つとして、右にあるような例えばアレルギーだとか発達の状況みたいなもの

がどういうものに当たるのか、御意見があればと思うのです。考え方でいいと思うのです

けれども、平岩委員から何かありますでしょうか。 

○平岩委員 まず、アレルギーに関して言うと、例えば食物アレルギーの判断は地域によ

ってかなり違うという問題があるので、それを一元的に見るのはまず難しいだろうという

ことがあります。 

 第２点として、発達の問題について言うと、例えば１歳６カ月児健診で、有意語がある

か、ちゃんと言葉をしゃべるかどうかが、ある県では３語、ある県では５語、ある県では

10語とばらばらです。その問題が一つあります。 

 もう一つは、今度はその３語であれ、５語であれ、クオリティー、質の問題があって、

「マンマ」といったときに、それが食べ物なのか、ママなのかというのは実際に健診の場

にいても悩むことがしばしばあります。ですから、こういったところの標準化もきちっと

していかないと、データをとってもそれが役に立つかどうかというところはちょっと難し

いのかなと思います。 

 それから、呼びかけをしたときに振り向くかとか、あるいは指さしをするかということ

に関して言うと、これは行政官としての経験上、第１子と第２子では子どもに対する観察

時間が全然違うので、まずそれが一元的にならせるデータという感じにはならないです。

それは写真の枚数が５分の１に減りますので当たり前なのですが、そういうところがある

ので、この辺の発達問題は難しいです。 

 現実にいろいろなところに乳幼児健診に入ると、もっと基本的な、例えば首の据わり、

定頸も、小児科学会で決めているラインできちっと定頸を見ているところと、大体据わっ

ているからいいよねというところがあるので、この辺も合わせたガイドラインが要るのか

なという気がします。 

○山縣座長 今の御意見は、乳幼児健診そのものの標準化がきちんとできていないために、

情報として比較の話は難しい点がまだあって、ただ、これに関しましては厚労省の研究班

がかなり標準化に向けてここ数年やってきているところがありますので、恐らく次回以降、

またその情報も入ってくるかと思いますが、ある意味そういう条件が一つつくということ

になるわけだと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、今村先生、お願いします。 

○今村委員 今の御意見に補足して、標準化のことは前回も私は申し上げましたけれども、

健診そのものの標準化ができていないので問題だということと、多少標準化ができたとし

ても、ここを実際にデータ入力する際にちゃんと０、１、２、３、４と分けなければいけ

なくて、この項目を選ぶ際に標準化が難しそうな項目かどうかということはぜひコメント

として入れていただけると、今後の助けになるのではないか。 
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 入れたほうがいいというのがあったとしても、それが実際に入力できるかということを

学会で標準化されていないという先に、さっきの首の据わりの話としても、学会で標準化

されたとしても、１、２、３、４とできるか。それは各市町村で表記の仕方も違いますの

で、それがこの表記というようなことで示して、入力するようなことができるか、実効性

の問題として非常に多いと思うので、必要姓ということと実効性もぜひこの丸ペケをつけ

る際には考えて、実効性の問題があるかどうかということを別の問題としてちゃんと認識

しておかないと、項目を選んだときにその問題を乗り越えてやるのかということを考えて

いく必要があると思います。ぜひそういった点も、丸ペケをつける際に項目として準備し

ていただければと思います。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 では、森委員、お願いします。 

○森委員 ありがとうございます。 

 自治体の作業量を考えると、できるだけ少なくということはあると思うのです。そこで、

これは宿題として丸つけをするときとか電子的情報にすると考えたときに、例えば自由記

載のところもそうなのですが、そうでないところで選択肢が幾つかあるものをシンプリフ

ァイして、例えば少なくとも０、１で入れるというのは、信頼性が非常に低い情報であっ

ても、スクリーニング的に御本人であれ、自治体であれ使うということもあると思うので、

シンプリファイするのが最低限であるので、できるのであったら複雑な情報も入れましょ

うと。例えばワクチンであれば、母子健康手帳を見るとロットナンバーを書いています。

ロットナンバーまで入れるのは大変ですけれども、あったほうがいいですよねみたいな話

もありますよね。ですから、項目で丸バツをつけるだけではなくて、それをどういうふう

にするかということも議論が必要なのかなという気がしました。 

○山縣座長 ありがとうございます。今のお２人の意見、現場で実際にやっていらっしゃ

る意見として全くおっしゃるとおりで、あるなしで入れるのか、程度も入れるのか、喫煙

一つとっても本数まで入れるのかとか、いろいろなことがあるにしても、ただ基本的な項

目としてどうなのかということに関して出していきながら、具体的にそれを実行可能性の

ある入力の様式という形で考えていくという形でまずはお考えいただければと思います。 

 本人が閲覧することに適した情報ということに関して、ここに先天性の代謝異常の検査

結果とか書いてありますが、要するにこういうものは本人が大きくなったときに見るべき

かどうか、そういう意見でここに書いてあると思うのですが、生まれたときとか物心がつ

くまでの健康状態を本人が後で知ることに関して、何か御意見はありますでしょうか。ど

うぞ。 

○宮﨑委員 こういう項目は、受けた受けなかったかという項目にすることにしたらどう

でしょうか。結果まで入れるという作業になると大変なことになってしまいますし、本人

が知りたい、あるいは家族のほうがわかりたいというのは、やったかやらないか、例えば

ワクチンを打ったか打たないかであって、どのワクチンをどういうふうな項目で接種した
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のかということは余り考えなくてもいいのではないかと思います。 

○山縣座長 要するに実施に関する情報と結果ということで、光田委員、宮﨑委員にお伺

いしたいのですが、母子健康手帳からアプガー指数がなくなりましたよね。あれはどうし

てなくなったのでしたか。 

○宮﨑委員 これも客観的な部分が余りないというところですね。 

○山縣座長 それが大きいのですかね。生まれたときの状態に関して、本人とかはそうい

うのが、最近は幼稚園に入園するときにそういうものがむしろマイナスになったりするみ

たいなこともあったりして、母子健康手帳の情報は余り入れないでほしいという保護者の

方もいらっしゃるということがあります。 

○宮﨑委員 確かに先生がおっしゃるとおり、東京都内ですと、入園に当たって母親が自

己管理ができていない子どもは預かれないということを平気で言う施設がありますので、

ここに書かれている項目は、我々はどれをどういうふうに選んでいこうか、選別がかなり

厳しいかなというところはあるかと思います。 

○山縣座長 今みたいな使い方は、まさに要配慮個人情報として本人の同意のもと第三者

に提供するという情報になってくるので、ここの議論とは少しは違うと思うのですが、今

のようなことを含めてほかに何かございますでしょうか。 

 予防接種は打ったか、打たないかだと思うのですが、こういうものは結果によって必ず

対応しますよね。 

○宮﨑委員 これは入力はするけれども、見せるか見せないかですよね。だから、結果は

別に御本人と関係なくて、入力をする作業はやらざるを得ないでしょうけれども。 

○山縣座長 わかりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、弓倉委員、お願いします。 

○弓倉委員 ありがとうございます。 

 宿題ということでお伺いしたいのですけれども、数値データは実際数値データで構わな

いと思うのですけれども、この選択肢にあることは、先ほどいろいろな委員の先生がおっ

しゃっているように、ありなしというような、いわゆる名義データに変換していく形にな

るだろうと思うのですけれども、例えば予防接種も４つの選択肢がありますし、これをど

のような形でするのかということと、あとは例えば１歳６カ月健診の選択肢で、「はい」

と「いいえ」しかないのですけれども、不明というのが必ず出てきますので、「不明」と

いう項目も恐らく必要なのではないかと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 では、お願いします。 

○平岩委員 予防接種台帳は市町村が定めることが義務づけられているので、恐らくヒブ

ワクチンを何回打っているというのはそんなに大変なことではないだろうと思います。た

だ、任意のワクチンが問題になってきて、ここ10年間に定期接種化されたワクチンの数が、

先生方御存じのようにかなり出てきています。ですから、その辺の今ある任意のワクチン
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をどう扱うか。これは市町村では打ったかどうかもわからないのです。しかも、それを聞

く場も余り、健診の場で聞けば聞けるのですが、そういう問題があるので、この辺も整理

されたほうがいいかなという気がします。 

○山縣座長 まさにそこのところが予防接種は議論になる点だと思います。要するに、市

町村がお金を出すものに関しては必ず情報が入ってくるという仕組みはあるので、お金と

情報というのは必ず相互方向になっているのですが、今みたいにお金を市町村が出さない

ようなものに関して市町村が把握できていない情報をどういう形で把握するのかというこ

とが一つあって、予防接種の場合、まさに任意接種のものをどういうふうに入れるかとい

うのは、こういう問診票だとか、そういったものが必要だとか、それを入れるかどうかも

含めてぜひ議論が必要だと思います。 

 マイナポータルには任意接種情報みたいなものは現状ではどうなっているかという情報

は何かありますでしょうか。 

○梅木課長補佐 少なくとも入っていないという認識をしておりまして、また資料３とか

参考資料３には定期接種の情報しか載っていないという状況です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 今、基本的な項目選考基準のところと言いましたが、その下の選定に当たって留意すべ

き事項を含めて、３ページ全体で議論したいと思いますが、何か御意見はありますでしょ

うか。 

 では、髙野委員、お願いいたします。 

○髙野委員 ３ページのところに、「歯科所見 清掃不良」とあります。本人は多分見た

くもないことでしょう。歯科所見として記録される価値は、歯科保健のためとかむし歯と

か歯周病のためだけではなく、歯科保健の知識がないとか、保健に対する理解、リテラシ

ーがないということではないか。所見は子どもだけのためだけではなくて、保護者まで巻

き込んで意識できるのではないかと思うのです。本人は将来において見る必要はないかも

しれませんけれども、今後の指導ということでは、子育て支援の必要性の判定にも使える

と思うので、そういう意味合いでは、歯科所見も必要なのではないかと思います。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 では、中板委員、お願いします。 

○中板委員 中板です。 

 歯科所見とか清掃不良、こういったことは親自身は見たくないというのはもちろんわか

りますし、お子さんも将来的に見たくないというのがわかるのです。私も宿題と先ほど言

われましたので少し整理して考えたいのですが、自治体が地域の健康状態を集団としてみ

るためあるいは、支援や支援のためのサービスを考えるための情報と、それを対象者たち

が見る見ないという情報とがどう区別されるのかその線引きを確認したいと思います。 

 自治体が持つべき情報としては、例えばアレルギーの有無ですとか、ここに書いてある

ようなことが入っていてもいいと思うのです。労力と体制ももちろん加味しなければなり
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ませんけれども、あっていいと思うのです。しかしながら、それを対象者が見る見ないと

いう話になってくると、また別問題です。ここでは自治体として入力すべきものと今の段

階では考えるということでよろしいのかということが１点。 

 先ほど御意見にもありましたけれども、この情報を親たちあるいは子どもたちが将来見

るということについて、同意の有無、目的外利用の範囲などフレームを整理していただき

たいなと。先ほどの話しのように入園時の提出の要求など、歯止めは必要ですよね。ぜひ

御検討いただきたいと思いました。 

 3点目。、選定に当たって留意すべき事項の中の子育て支援の必要性の判定ですけれども、

これはやはり必要ではないなと思います。例えば、虐待にしても、子育て支援が必要な育

児困難を感じている家族にしても、数々のではなく、生活情報、連絡状況なども統合して

判断する事がむしろ重要です。アナログ的に評価。その判定がその時点で正しいかどうか

ということについても結論は出ていないという状況です。必要性を判定して、さらに情報

を収集した結果、子育て支援の必要はないなと判断できる場合もありますので、それをこ

の判定の段階で全部残していくというのは家族の利益につながらないと思っております。 

 例えば、死亡事例の検証の中で保健師の判断の甘さというものはよく指摘されるところ

ではありますけれども、そこを大事にしていくためにも、余り子育て支援の必要性の判定

というのを情報として残されていくというのは、非常にやりづらさが残っていくかなと思

います。 

○山縣座長 ありがとうございます。まさに現場ではこういうことが一番大きな課題だと

思いますし、重要な情報であるのだけれども、将来ずっとこういう情報を残しておくかど

うかというのは課題があるということだと思います。 

 ほかにはいいかがでしょうか。 

○渡邉委員 今の中板委員のお話に続くと思うのですけれども、つまり健診をやる行政側

や、専門職側としてのニーズと、親自身が見るというところと、あと、完全な固定情報な

のか、一過性なのか。例えば子育て支援もある時期はやはり必要で、そういう意味での幾

つかの関係機関間の共有とか、その人が転居したときにはちゃんとそういうこともつなげ

たい。でも、落ちついてよくなってしまったので不要になることは多々ある。そういう固

定なのか、流動なのか。先ほどフラグをつけるつけないというところがあったと思うので

すけれども、そういう整理がどこかでできたらいいのかなと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。これも皆さんから出ている話だと思いますが、その

ときだけ必要な情報に関して、生涯持っておく必要がないものをこの中にずっととどめて

おく必要はないということが一つあると思います。それから、中板委員が今言われたよう

に、確定しているとは限らないわけで、支援するためにちょっと怪しい、こういう課題が

あるのではないかという情報、そういうものをこの中に入れるかどうかに関しては、恐ら

く不要ではないかということが一つあるのだろうと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、井上委員、お願いいたします。 
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○井上委員 議論の冒頭に座長のほうからも、データを大きくカテゴライズしたときに、

本人申告によって発生するもの、それから測定値によって出てくるもの、あと専門家の判

断という大きな３つのカテゴリーを示していただきましたけれども、そこのどれにも当て

はまらないと思われるような項目として、前回第１回の議論で、成長曲線によって見るこ

とが非常に重要だということを各先生方がおっしゃったのですけれども、実際に測定した

結果によってどのパーセンタイル曲線のチャンネルに入っているかといったような発育情

報を評価するような項目が実はこの一覧の中には含まれていないのかなと。 

 そういう項目についても、例えばビッグデータでこのデータを最終的に活用しようとい

うことになれば結構重要な項目になってくるのではないかなと思いますので、そういう観

点での項目の漏れがないかどうかという確認も必要ではないかと思います。 

○山縣座長 例えば、身長・体重、体格、BMIとか、そういうものはデータとして入れると

して、それに問題があるかどうかの判定もあったほうがいいのではないかという話ですね。

ありがとうございます。 

 前回、弓倉委員からもありましたが、学校保健では成長曲線を活用した健康支援という

のが実際に行われるようになって、それがきっかけでむしろデータ化され、それがプロッ

トされて、成長曲線を見て健康管理していくということが実際に行われていて、乳幼児健

診でも一番重要な点で、体重に関してプロットをしていくということはしているのですが、

その判定をどうするのかということに関しての御意見だと思います。ありがとうございま

す。 

 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○葛西グループ長 私、データヘルス改革推進本部というちょっと特殊なポジションでご

ざいまして、各先生のように乳幼児期に関して詳しいわけではないので、ただ、ここでの

議論を伺っていると、別のところで実は科学的介護という検討会をデータヘルス改革本部

はやっております。これも全く似たような話で、介護情報の標準化を取り扱うという検討

会がもう中間取りまとめが終わりました。こちらも私は出席しているのですが、２年ぐら

いやってきてよくわかってきたのですが、データヘルスというテーマというのが、まず１

つが事務処理の問題です。地域の事務処理の課題を何とかしようと。次が既知の地域課題

です。本人が持っている、例えばここで言うところの今の成長曲線であるとか、発育であ

るとか、虐待の課題であるとか、地域課題の問題。それから、ビッグデータを分析して、

どちらかというとヒューリスティックな、新たな発見を見つけようという課題です。 

 データヘルス改革の中の３つ目は結構重要でございまして、例えば、これは学校健診な

ので乳幼児期ではないのですけれども、CKD、いわゆる慢性腎不全とか腎炎になっている方

の情報、クレアチニンをちゃんととっていこうと、こういう長期的な潜在的な病気を早期

発見して、後々、できるだけ健康長寿でいようという課題があります。 

 そうすると、実は標準化の議論をするときに、全部画一的には絶対ならないのです。悉

皆に全部データをとらなければいけないものはそれほどないです。何もかも悉皆にとらな
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ければいけないわけではない。 

 ところが、ミニマム・データセットとして絶対にとっておかないと、共通的に中長期的

に全く分析ができないものがありまして、これはぜひ先生方の御意見を伺いながら識別を

きちんとしたいなというのが私の一つの思いです。 

 もう一点、私も一応ITの専門でもございますので、合間合間で、今日も厚労省の資料が

もし誤解を招いているとまずいなと思うのですが、参考資料２の13ページ目に、自治体が

結構データシステムを入れているよ、情報管理システムを入れているよ、マイナポータル

で出せるよという話をしているのですが、これはITの専門的に中に入ってみると、とんで

もなくシステムの予算がかかります。それから、今のものがそう簡単に使える状態では全

くないです。ほぼ全部入れかえをする、つくり変えるぐらいの覚悟でお考えいただきたい

なと。なので、この情報管理システムをピッと差すと、マイナポータルのようにプッと出

るというものでは全くないので、かなり多額の予算をかけて社会課題を解決する。改革本

部にいると全部IT化する人間だと思われるのですけれども、そんなことは全くなくて、コ

ストを抑えながら、社会課題として優先されるものについてどうやって解決すればいいの

か、こういう観点で考えることは大事なのではないかということだけは、ほかの会議も見

たもので、皆様にお伝えしておきたいと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。健康管理で、今の生涯にわたるという点のことを具

体的に腎疾患のことでお話しいただきました。そういう意味では、次の４ページ目の最低

限電子的に管理すべき情報というところも含めて、基本的な考え方、今の視点から、最終

的に今村委員から言われたような、どう入力するのか、それにどれぐらい予算がかかるの

かというのは次の課題として、まずはここでは保健医療福祉の専門家の方々として、どう

いう情報を電子化して、もしくは最低限電子化すべきかという御意見をまずはまとめたい

と思いますので、その視点からの御意見を賜ればと思います。 

 ４ページ目でも、身長・体重のような客観的に測定できる、それから私のことを言えば、

繰り返しのデータというのは生涯にわたった健康管理のときには非常に重要でありまして、

同じ測定を生涯を通じていけるトラジェクトリー、軌跡をきちんと見ていくというのは、

先ほどの成長曲線と一緒で、そういうものを見ていけるようなものはどういうものがある

のかという視点も非常に重要かと思います。このあたりで何か御意見はありますでしょう

か。数値化できる情報というのは、４ページ目のところに身長・体重、それから判定なん

かも、ここが非常に曖昧だというところが先ほどから御意見が出ているところであります

し、情報共有するという意味でのフラグをつけるという情報はどうなのかという視点もこ

こでは必要だということは、この下のところに書いてあると思うのです。 

 御意見はありますでしょうか。では、曽根委員からこのあたりのところで何かあれば。 

○曽根委員 ちょっと考えさせてください。 

○山縣座長 先ほど宿題と言いましたが、可能な限りで結構ですのでざっくりと。事務局

が資料をつくるための参考資料という意味で、これからの議論ということで参考にしたい
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という程度でありますので、余り重く考えていただかなくていいと思います。 

 では、今村委員、お願いします。 

○今村委員 必須項目に限らずだと思うのですが、本人にまず返っている情報でないとい

けないと思いますので、健診票に書いてあることの中から重要だから入れるという選択に

はならないのかな。少なくとも本人に健診結果として返っているものでないと、それも本

人ができれば保管しておこうと思うような項目でないといけないのかなと思います。それ

は一般的な意見としてです。 

 もう一つ、我々疫学の立場でビッグデータをさわっているときに、一番ややこしい問題

になっているのが実は住所でして、住所をどこまで入れるかというのは大変大きな問題で、

入れる入れないで結構いろいろなところでもめています。 

 疫学的には住所というのは非常に重要で、どこで病気になったかとか、どういう背景が

あったかというのがよくわかるので非常に重要なのですけれども、逆に言えば、それは非

常に機微情報でして、多くの方にとってはどこに住んでいたかということをずっと記録と

して残すということに非常に問題があります。 

 でも、市町村単位でこれをやっていくと、市町村単位というのは記録として残るわけで

すから、恐らく市町村単位まではいける。そうすると、大きな市町村だとどこに住んでい

たかということが曖昧になって、小さな市町村だけわかるという状況になってしまうので、

疫学的に見たら、もう少し粒度の小さい、例えば郵便番号のような情報で見られたら一番

いいのですけれども、そうでなければどうしても市町村が限界になってしまう。 

 逆に、これの入力者が市町村ということになれば、市町村はどこの情報かがわかるわけ

で、ここで選択する必要がなくなるということになりますので、住所一つとっても非常に

大きな問題があって、ほかからとれる情報として基本情報として入れられるのだったら、

わざわざここで議論の俎上に乗せる必要はないのではないかと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 今の地図上の話は本当に非常に重要な話だと思います。環境との関係だとか、健康管理

をしていく上では、私たちも郵便番号というのを一つの手がかりにしながらやっているの

ですが、ほかにはいかがでしょうか。 

 では、迫委員、お願いします。 

○迫委員 ありがとうございます。 

 生涯にわたってという視点の中で、本当にデータとして積み上げていくべき情報か、そ

うでないのかという整理をするべきなのか、行政機関が直近の情報としてあるべき情報、

例えば先ほどの育児支援、子育て支援の問題もそうなのですが、変動があるからこそ入れ

ておいて、転居したようなときに情報がつながるようにしておくべきなのか、先ほど宿題

ということがありましたので、我々がどういう視点でマーキングをしたかという、その立

ち位置を明確にする必要があるだろうということ。 
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 もう一点は、標準化が行われるという前提のもとにこれを解釈していいのかどうか。こ

れはかなり厚労省側の指導といいましょうか、進め方に大きくかかわるところだと思うの

ですが、現時点なのか、標準化された後で必要というか、それも見越した形でマーキング

するべきなのか。そういうあたりで随分差異が出てしまうのではないかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 標準化に関しては、今、並行してほかのところでも行われているものでありますが、私

たちもずっと利活用という点でやってまいりましたが、例えば資料３の４ページに１歳６

カ月健診のことがありまして、最初に予防接種、親や子育ての状況がありますが、例えば

ここにあります問診票の項目は、今、健やか親子21の第２次の目標値とされているもので、

それを乳幼児健診の現場でとれ、かつ、乳幼児健診で個人の健康支援にも役立つ項目とし

て、全国でこれをとっていったらどうでしょうかと提案されているものであります。 

 こういう項目はこれまでも各市町村でとっているのですが、似たようなものはたくさん

あるのですが、質問の仕方が違ったり、選択肢の数が違ったり、文言が違ったりするため

に、やはり比較できないとか、集計してもそれは何をやっているのかよくわからないとい

うことがあって、問診票であれば統一という形が一つ出てくるのだろうと思います。 

 今、迫委員からありましたように資料２で、具体的なところに関してはまたさらにあれ

ば御意見をいただきたいと思うのですが、資料２の目的のところで、前回からも課題にな

っていますように、目的の２つ、１つは子どもの健康履歴を本人もしくは保護者が一元的

に閲覧し、子どもの健康を管理することにより子どもの健やかな育ちに資するためという

ことと、もう一つ、自治体等が継続的に効率的・効果的な行政事務や保健指導等を行うた

めというのがありますが、この２番目のところに関して、効率的とか効果的の具体的なこ

とはどういうのかというのが前回も課題になりましたが、そのあたりにつきまして御意見

をいただければと思います。前回御質問いただいた中板委員から、このあたりのところで

何かありますでしょうか。 

○中板委員 この赤枠の中にも子育て支援の必要性の判定というのが入っているわけです

けれども、先ほども申しましたように、子育て支援の必要性の判断というのは、専門家と

していろいろな情報を加味して、総合的に包括して判断をしていると考えますと、それを

総合的に判断したときの標準化というのは難しいことです。やはりアナログ的な評価にな

りますので、そこは適してはいないのではないかなと思っています。 

 １歳半の健診の問診票等々も、質問項目は標準化されていますけれども、答える側がそ

の質問項目をどう受けとめているかについてはかなり主観ですし、客観的に判断できるも

のと私は考えていません。例えばたたくということについても、たたいたということを親

たちがどういう意味合いでとっているのか、どういうレベルをたたいたと言っているのか、

そういったことは全くこちらは説いていませんので、項目自体が標準化されたということ

についてはあるのでしょうけれども、それによって標準化されたデータが正しいかという
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ことについてはやはり疑問が残るという意味では、この問診の中の項目をデータベース化

していくということについて、私は懸念しています。このような観点から、効率的かも知

れないが、効果的ではないように思います。誰にとっての効率で効果かを忘れてはならな

いと思っています。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。曽根委員、お願いします。 

○曽根委員 資料２の１ページ目の赤線と青線の目的ですけれども、議論を戻すようで申

しわけないのですが、下の効率的・効果的が全て上の青線の枠に含まれるというのは、目

的から言うと相反するところが当然あるのではないかと、さっきからずっと思っているの

です。１回目のときも申し上げましたけれども、赤と青のところで重ならない部分が当然

あって、本人には情報提供するのだけれども、さっきのフラグという話だと、これは行政

的に重要で、結果的には御本人や保護者のためになるのだけれども、それを見て不快に思

う方もいらっしゃるかもしれないし、何年かたってからそれを見て、えっと思う方もいら

っしゃるかもしれないので、そこはもし区別をするのだったら、この枠の話ももう一回整

理したほうがいいのかもしれないと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 今の議論は最終的にどういう絵にするのかということだと思うのですけれども、現状で

は今、中板委員が言われたことだとか、曽根委員が言われたところは、電子化するしない

は別に、緑の部分の中に入る情報として、これを前回の言い方で言いますと、専門家同士

がアナログ的に情報共有して、支援していく項目として、むしろあえて電子化して残さな

いほうがいい情報だというふうにここで提案するという手もあるのだろうと思います。電

子化したものを、いつまでそれを保管しておくのかという話も出てきて、そういう意味で

は、今みたいな情報というのは緑の中として整理するほうがある意味すっきりしているの

かもしれないという前提だと思いますが、そこも含めて、ただ電子化したほうがいろいろ

な共有はしやすいわけですし、電子化をしながら緑みたいなところが当然出てくることだ

ろうと思います。 

 ほかに。では、光田委員、お願いします。 

○光田委員 この情報は、私が理解するところでは保健のほうの情報ばかりだと思うので

すけれども、子どもさんの発育とか成長に関しては福祉が随分絡んでいるケースが多いと

思うし、そういうほうが社会的に見ると問題視しないといけないお子さんが多数含まれて

いると思うのです。ですから、福祉の情報を、これはなかなか電子化しにくい、デジタル

化しにくいデータだとは思いますが、そういう情報は入れようがないのかなと思いながら、

逆に福祉のほうにこういう情報は提供されるのかとか、福祉とのかかわりという面につい

てはどうなのかということが気になります。 

○山縣座長 今、光田委員がおっしゃるのは、障害に対しての支援だとか、例えば経済的

な、生保のお話という。 
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○光田委員 それも含めてです。子どもさん自身が障害を持っていてもです。障害者手帳

を持たれている。 

○山縣座長 そのあたり、もしも事務局から何か。 

 では、中板委員、お願いします。 

○中板委員 この議論がいわゆるデータヘルスのライフステージをして、健康状況をみて

いこうという政策の一部であり、対象者が実際に見るというところがあるので非常にセン

シティブになっていると理解しています。実際、今お話しいただいたような、福祉と保健、

医療が連携をしながら、情報を共有しながらでも支えなければならない親御さんたちへの

支援というのは、一方で前回にも温泉川委員がおっしゃったように、いわゆる子育て包括

支援センターですとか、子育ての総合支援拠点のことですとか、障害担当部署で福祉と保

健、医療が情報を共有していく、そして支援をするということについてはそちらでかなり

整備されて、それがうまく運用されていけばよいのです。またその関係部所間で、同じ自

治団体での情報が電子化されることについてはむしろ賛成ですし、そうなれば今以上に進

むのではないかなと期待するところではあるのです。それと今回の情報化して電子的に管

理をして、将来においてどこまで保存されるのかも含めて、本人らがみるという点で、い

わゆる結果と同じようには考え難い部分があるということです。 

○山縣座長 ありがとうございます。利用の仕方だと思います。基本的には電子化される

ことによって共有の仕方が比較的効率よくできる。そういう意味で、効率よくというのが

そこで使われるのかもしれませんが、この辺のところは具体的なものが出てきたときにま

た改めて議論したいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、今村委員。 

○今村委員 今の中板委員のコメントに追加させてもらいますと、行政から見たら、本人

が見られる情報に限定してしまうと、効率化したり、共有化したりする情報としては余り

ないと思うのです。それに対して本人が見られないという情報だったら、たくさん共有化

するため、効率化するための方法は欲しいところだと思うので、本人が見られる見られな

いの部分で、行政の効率化の部分の関与では大きく差が出るだろうと思うのです。本人が

見られないという前提に関して言うと、次の市町村に行っても気をつけてもらいたい情報

というのはたくさんあると思うのです。そうでなくて、限定してしまうと、行政にとって

も余り役に立たない情報になってしまうので、効率化にはそのままつながらない面がある

という御意見だと私は思います。 

○山縣座長 では、温泉川委員、お願いします。 

○温泉川委員 先ほどから、中板委員、それから皆さんが言われるところで、虐待防止に

つなげたいというのがもし大きいのならば、主観的というか、資料３の４ページの問診の

「親や子育ての状況」というところで、本当に虐待している人というのは反対のことを言

うのです。本当のことを余り言わないというのがあるので、こういうところのデータが、

言われるようにどこまで信用できるかというのがまずある。ただ、数値化できる情報で健
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康に関してはとてもいいと思うのですけれども、子育て支援になると、継続的に見ていっ

て、特に自治体間で情報連携をするとなると、非常に考えてしないとお母さん方が傷つく

こともあるし、そこのところが一番難しいところではないかと思うので、慎重に青とか赤

とか緑というのをしていかないといけないのかなというのが私が考えるところです。 

○山縣座長 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。では、曽根委員、お願いします。 

○曽根委員 今までの議論とも関連するのですけれども、健診というのは一種のスクリー

ニングなので、最終的な診断ではないのです。そういう意味では、精密のところの情報を

どこまで入れるのか入れないのかというところで、情報が活用ができるかできないかが決

まるというところがある。そうすると、医療の情報が必要になったり、福祉の情報が必要

になったりということなので、そのあたり、二次精査に関する情報をどのように扱うかと

いうところも議論しなければいけないと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。今、市町村で健診の精度管理という点では、実際に

スクリーニングして陽性になった人が本当にどうだったかということに関しての情報を必

ずしも持っていないのです。だから、きちんとした評価ができなくて、もしもここにきち

んとそういうものが入ることによって、そういう評価ができるというのも一つ重要な点だ

と思います。誰が入れるかというのは別にして、今、そういうところは大きな課題の一つ

だと思います。 

 予防接種の話一つとっても、何か病気で小児科にかかったときに、母子健康手帳を持っ

てきていない人に対して予防接種はどうですかと、その人が自分のIDでこれを見てくださ

い、これを見ればわかるからと、そこで先生とその情報を共有することによって即座に次

の対応ができるといったようなことが現場でのニーズなのだと思います。 

 そういう視点から見たときに、例えば先ほどから出てきているような、こういう問診項

目がいつの時点で必要なのか、そういうことがかかわってくるのだろうと思います。そう

いう視点でぜひ、なぜこれが必要なのか、いつ必要なのかというところがこの中に入って

こなければいけないのだろうと思います。目的ですね。しかも、それはタイミングという

ことも含めて入ってくるのだろうと思います。 

 そろそろ時間でありますが、御発言されていない委員の方で追加で何かございますでし

ょうか。今日も、基本的な考え方はまだ十分ではないかもしれませんが、具体的に項目を

出すことによって今の議論をもう一度深くすることができると思いますし、基本５回であ

りますので、妊婦健診のことも考えますと、次回はかなり具体的な項目に関しまして議論

していきたいと思います。 

 基本的に整理ができたと思いますので、何か確認しておきたいことはよろしいでしょう

か。 

 弓倉委員、お願いいたします。 

○弓倉委員 前回の検討会で確認させていただいたと思うのですけれども、目的というか、
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データセットの取り扱うのはどの範囲まで、要するに生涯にわたるまで使う、それに反映

するデータセットにするのかどうかという質問をさせていただいて、先ほど参考人の方か

らいろいろなお話をいただきましたけれども、今回の宿題を考えるに当たっては、あくま

でも乳幼児健診に限ってということでよろしゅうございますね。 

○山縣座長 まずはその視点で出していただき、今度は学校健診につなげていく、子ども

たちが学校に上がったときにも必要な情報、成人してからも必要な情報、恐らくそういう

段階で具体的に考えていかざるを得ないのだろうと思いますので、まずはこういう情報を

共有とか、本人に必要な情報、とっておく情報としてどういうものなのかということで御

議論いただければと思います。 

 今日いただきました御意見は今後の議論に生かしていきたいと思いますが、第３回の検

討会では、これら市町村が電子的に記録する情報につきまして、具体的な項目の検討に入

ってまいりたいと思います。 

 本日までの議論を踏まえ、標準的な電子的な記録様式、それから最低限電子的に管理す

べき項目につきまして、事務局にたたき台をつくっていただくわけですが、それに当たり

まして、お忙しいとは思いますが、ぜひこの資料３に基づきまして必要なものはこういう

ものがあるのではないかといったようなことを事務局のほうに情報提供という形で結構だ

と思いますので、時間としては非常に短いのですが、来週の月曜日を一つのめどに御意見

をいただければ、それをもとに事務局がたたき台をつくるということで、次回の意見交換

をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 事務局からそのエクセルファイルを送るということをしますか。では、それはまた事務

局から連絡していただくということにしたいと思います。 

 では、事務局から次回の日程等につきまして連絡をお願いいたします。 

○梅木課長補佐 皆様、本日は御議論いただきまして、まことにありがとうございます。

第３回の検討会は５月24日木曜日、13時から15時での開催を予定しております。詳細につ

きましては再度御連絡をいたしますし、本日の資料３のエクセル版についても本日皆様方

にお送りさせていただきたいと思います。 

 事務局からは以上です。 

○山縣座長 それでは、本日の検討会はこれにて閉会したいと思います。今日も活発な御

意見をありがとうございました。これにて終了したいと思います。 


